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平成30年度の組織体制について
（平成30年4月1日現在）

【経営関係｝

( 1 ）組織図（ 5諜 5事業所）

①本庁 干514-8570 津市広明町13

［公営企業管理者］庁長業人
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斑営経業事
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士業用水道事業課

059-224-3羽 工業用水道建設班

瑳営経業事課業事気

理監

059山一28吋
電

059 224 2824〕

管電

電

（話
機
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TEL 

区 分 職員数

北 勢 水 道 事 務 所 64 

中勢水道事務所 25 

南 勢 水 道 事 務 所 17 

＝重ごみ固形燃料発電所 7 

水質管理情報センタ｝ 11 

計 124 

②事業所

区 分 職員数

部庁長・次長・機鷺管理
4 監 ・ RD  F 発電監

ノi」、 業 総 務 課 17 

員す 務 管 理 課 12 

オ℃ i董 事 業 課 11 

工業用水道事業課 9 

電 気 事 業 課 8 

4、 言十 61 

(2）職員数
①本庁

185 
計一

①＋② 
A 
口



②事業所

課

課

播 磨 浄 水 場

f〒5110862桑名市大字播磨字焼尾1798 1 
げRT0594 2i 2041 I 

I FAX 0594 23 2040 I 

一一水沢浄水場 . 

；干5121105西日市市水沢町字西野25262 1 
ITEL 059 329 3236 I 
IFAX 059 329 335R I 

理

理

管

管

部一一一一一経営

浄水部

理管

水

務総

浄

北勢水道事務所

I〒510-0075四日市市安島2丁目715 ¥ 
I TEL 059-351-1561 I 

I FAX 059-35ト1566 I 

課全部一己道保営運ヱk自己

水保全課

課

課1 

2 

設

三~
昆λ一巳

備整設施

課

E経

配

機

大 里 浄 水 場

I干 5140121津市大型山室町1751
げEL 059 23C-1842 
I FAX 059 2io 1847 

課

課

課

電

電

営

水

中勢

r r51s-25c4津市志町高野1996
げEL 059 295 0200 

I FAX 059 295 0210 

事務所水 道

課

課

営

水「ヒ
南勢水道事務所

「干5192181多気郡多気町棺可1710

げEL 0598-38-2497 
I FAX 059日38294E 課電

三重ごみ固形燃料発電所

i干5110125桑名市多度町力尾
I TEL 0594-32-3468 

問AX 0594-32-3469 

課

当

理

担

質管

質亡：水質管理情報センタ

f干515-2504津市志町高野1996
門EL 059-295ー0212

I FAX 059-295-0213 

( 3）職員数の推移

H2 6 H2 7 H28 H2 9 H3 0 
人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減

本庁 70 2 67 ム3 64 ム3 61 ム3 61 
事業所 159 ム4 124 ム35 124 。125 124 ム1

計 229 ム2 191 ム38 188 ム3 186 ム2 185 ムl

2 



2 平成30年度当初予算のポイント

( 1 ）予算編成にあたっての基本的な考え方

平成30年度当初予算については、 「三重県企業庁経営計画j （計商期間．平成29 

年度～平成38年度）の取組を的確に進めていくことを基本におき、水道・工業用水

道事業では、将来、発生が予想される南海トラフ地震などの大規模地震に備えるとと

もに、設備の老朽化に対応するため、郁濃化や老朽化士様等を着実に実施します。

また、電気事業では、三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定な運転を最優先に事業

運営を行います。

(2）主な重点項目

ア強靭な水道及び工業用水道の構築 予算額 10,606,868千円

大規模地震などによる被災を最小限にとどめられるよう、施設の幡様化を実施しま

す。また、将来にわたり水道用水及び工業用水を安定して供給できる状態を維持する

ため老朽化対策等に取り組み、強靭な水道及び工業用水道の構築をめざします。

（ア）耐震化 予算額 2,891,185子円

南海トラフ地震などの大規模地震が発生した場合にも被災を最小限にとどめる

ことができるよう主要施設等の耐震化を進めます。

・山村浄水場耐震化工事（四日市市）

・内径350粍送水管布設替工事（四日市市） 他

（イ）老朽化対策 予算額 4,437,194千円

水道用水及び工業用水の安定供給を確保するため、経年劣化した設備の更新など

の老朽化対策を進めます。

－播磨浄水場中央監視制御設備改良工事（桑名市）

－内径800粍配水管シー／レド工事（四日市市） 他

（ウ）その他（配水運用の強化など） 予算額 3,278,489千円

漏水発生時等においても安定した供給を確保するため管路の複線化等の改良を

行い、西日7.k運用の強化などを進めます。

－内径 1200粍配水管シールド工事（四日市市）

－加圧ポンプ所築造工事（四日市市） 他

イ三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定運転 予算額 2,351,209千円

RD  F製造団体などの島守係者と連携し、 RD Fの品質管理の徹底を図るとともに、

RD  F焼却・発電施設等の安全・安定な運転を行います。

・RD F焼却・発電施設運転等管理業務委託

・RD F焼却・発電施設定期点検整備業務 他
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会計別総括表平成30年度当初予算

地ヰ己
資本的収支差
(C）一（D)

資本的支出
(D) 

資本的収入
(C) 

純損益
（税抜き）

収益的収支差
(A）一（B)
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(B) 

収益的収入
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会計別支出予算総額平成30年度当初予算

（単｛立：千円）

平成29年度
1号補正後
予算額

前年度対比i成増分区

99. 9判ム11,018 9, 194, 353 収主主的支出（A)
水

96目 6出ム209,2636, 225, 540 資本的支出（B)道

112目 7出408, 882 3,229,975 うち建設改良費事

業
98.6目ム220,28115,419, 893 (A)+ (B) 計A 

ロ

102. 5目144,926 5,843,679 収益 的支出（A)

116. 6目1, 213, 717 7, 305,083 資本的支出（B)

139. 5出2, 053, 217 5, 199,677 うち建設改良費

工
業
用
水
道
事
業

110. 3目1, 358, 643 13, 148, 762 (A)+ (B) 上

T
A 
ロ

101. 9出48, 174 2,600,930 収益的支出（A)
篭

0.0出資本 的支出（B)Fゴ

メL

。日目うち建設改良費事

業
101“9目48 174 2, 600, 930 (A)+ （自）言十合

101. 0出182,082 17,638,962 収益 的支出（A)

107目 4出1, 004,454 13, 530,623 資本的支出（B)
ぷ〉、
仁1

129. 2出2,462,099 8,429,652 うち建設改良費言十

103. 8拡1, 186, 536 

5 

31, 169, 585 (A)+ (B) ム
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3 平成29年度決算見込みの概要について

( 1 ）損益計算書及び貸借対照表（平成29年度決算見込み）

ア損益計算書

損益計算書は、水道、工業用水道及び電気事業に係る平成29年度の収益、費用

及び損益の状況を示したもので、各事業の 1年間の経営成績を表しています。

収益の主なものは営業収益であり、これは水や電力の供給に伴う料金収入等です。

費用の主なものは営業費用であり、これは施設の管理・運営に伴う経費や減価償

却費等です。
（百万円、税抜き、%）

＼ ＼ 

7]< 道 工業用水道
H29電 1対気前年度比H29 i対前年度比 H29 対前年度比

営 業 収益 8 120 101. 3 5. 182 99. 7 1. 332 116. 3 

営 業智用 8 036 ! 100. 8 4 931 103. 1 2 032 173.0 

営 業 損益 84 173岨 2 251 60”4 ム700

営業外収益 日56 92. 5 416 89. 3 48 56. 7 

営業外費用 539 84. 9 255 87. 9 0.4 28.2 

経 常 損益 400 ! 118目 2 411 69. 6 ム652

純 損 益 400 ! 118. 2 411 69.6 ム652

前和I裕年剰度余繰金越等 171. 2 591 122. 3 ムl,329 

当年度未処分
739 i 137. 8 1,003 93. 3 ム1,981 

利益垂羽 生 k

※百万円未満四捨五入のため合計が合わない場合がありますD （貸借対照表も同じ）
単位未満の金額は小数点第 l位まで表記しています。

イ貸借対照表

貸借対照表は、各事業の平成29年度末の資産と負債及び資本の状況を示したも

ので、決算日時点における財政の状態を表しています。

資産は、施設等の固定資産と預金等の流動資産とで構成されます。闘定資産の主な

ものは管路や浄水場、発電施設等の有形固定資産、ダム使用権等の無形固定資産です。

負債は、企業債や引当金等の固定負債、企業債（ 1年以内償還分）や未払金等の

流動負債、国庫補助金等の繰延収益で構成されます。

資本は、資本金と剰余金とで構成されます。
（百万円、税抜き、%）

～＼ 7J< 道 工業用水道
H29電 1対気前年度比H29 i対前年度比 H29 対前年度比

国 定 資産 125 897[ 98. 7 101 489 101. 0 2 253 77. 7 

流動 資産 12 8551 98. 8 9.361 93.4 9 410! 99.2 

資 度 合計 138 752! 98. 7 110 850 100目 3 11 664 94.2 

周 定負債 22 443! 90. 7 16 387 104. 3 326 96.4 

流 動 負債 3 440i 95. 3 1 626 66.9 242 94. 9 

繰延 収益 23 0361 96.8 17 514! 99. 3 114 73司 3

負債 合計 48 919! 93. 8 35 527 99.3 682 91. 1 

資 本 金 88, 225i 101. 3 73 092 101. 0 12.964 100. 0 

君事j 余 金 1 6081 114.4 2 231 96.9 ム1981 

資 本 合計 89 834! 101. 6 75 323 100.8 10 982 94.4 

負債資本合計 138 752! 98. 7 110 850 100. 3 11 664 94目 2
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水道事業の概要【営業関係】 （平成30年4月1日現友）

水 源
百十箇

市制t対象市町及。唱叡k量 給水能力 給水開始
事業名

く浄水場〉
目標

(rri／日） (rri／日） 年月日
年度

北勢系
木曽川総合用水 四日市市 36,200木曽岬町 2,800 部給水

（岩屋ダム） S60 桑名市 24,300朝日町 1,200 80,300 S52.3.28 
木曽川用水系

く播磨＞ 鈴鹿市 10,000川越町 5,800 全部給水

言十 80,300 S54.4. 1 

北勢系 三重用水
四日市市 41,800 一部給水

Hl2 鈴鹿市 6,600 51, ODO H3.4. 1 
三藁用水系 ＜水沢＞ 菰野町 2,600 全部給水：

北 計 51,000 HS. 4.1 

勢水中
四日市市 2,200木曽岬町 2,000 一部給水

道
長良川 桑名市 1,100菰野田T 700 Hl3.4. 1 

用 北勢系
（長良）I Ii可口堰） H37 鈴鹿市 2,20J朝日町 1,coo 18,000 一部給水

水
供

長良川水系
く播磨＞ 亀山市 7,400 Jll越町 1,400 H21. 7. 1 

総 言十 18,00J 全部給水

事業
H23.4. 1 

中勢系
雲出｜！ 津 市 76,916 創設

（君ヶ野ダム） S60 松阪市 4,500 81,416 S46.6.4 
雲出II水系

く高野＞ 計 81, 416 一次拡張

S56.4. 1 

中勢系
長即｜｜

津市 50,500 全部主制t

長良川水系
（長良）｜｜河口和 H37 松阪市 8,300 

58,800 
HlO. 4. 1 

く大里＞ 言十 58,800 

伊勢市 37,300明和町 2,800 一部給水．

櫛回川 松阪市 61,000大台町 1,700 S62. 5. 1 
南勢志摩水道

（蓮ダム） H32 鳥羽市 20,000玉城町 500 139,850 全部車材t
用水供給事業

く多気＞ 志摩市 10,000度会町 500 H27.4. 1 

多気町 6,050

計 139, 850 

メE為3、 計 18市町 429, 366 

水道事業の概裳【確保水源】 （平成30年4月1日現在）

水 源 計画給水量（nl／日） 工 期 事業費 備 考

長.B!:JII 
151, 200 

昭和43～
78. 2億円

水源施設は完了

（長良川河口堰） 平成 6年度 (lk資源機構管理）

櫛田）I [ 
20, 850 

昭和46～
36. 1億円

水源施設は完了

（主主ダム） 平成 3年度 （国土交通省、管理）

メ口入 計 172,050 114. 3億円

※事業費は、事業化分を除いた確保水源としての水道負担額一
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( 3）経営目標

「三重県企業庁経営計画Jでは、事業を取り巻く環境変化を的確にとらえ、将来に

わたって県民のくらしの安全・安心の確保や地域経済の発展に貢献していくよう、次

の経営目標を設定し、取組を推進していくこととしています。

ア 安全でおいしい水の供給

年間を通して水質基準に適合した水道水を供給するため、水源から分水（市町受＊

地点）までの一貫した水質管理を徹底するとともに、安全十生やにおいなどに関する県

民のニーズ、も踏まえた安全で、おいしい水の供給をめざします。

※ 「三重県企業庁経営計画Jにおいて、「おいしい水Jとは「塩素臭が少なく異臭のない水Jとしていま

す。

イ 強靭な水道の構築

南海トラフ地震など、大規模地震が発生した場合にも被災を最小限にとどめることが

できるよう主要施設等の而捷化を進めるとともに、水道用水を安定して供給できる状

態そ維持するため、経年劣化した設備の更新などの老朽化対策に取り組み、強靭な水

道の構築をめざします。

ウ健全な事業運営の持続

給水人口や給水量が減少することが見込まれる将来においても、社会環境等の変化

に柔軟に対応し、健全かつ安定した事業運営の持続をめざします。

(4）経営目標達成に向けた取組

ア安全でおいしい水の供給

県民の水道に対するニーズに対応し、「安全性J、「味やにおい」の観点から総トリハ

ロメタン、カピ臭物質及び臭気強度について、国が定める水道水質基準等より高いレ

ベルの管理目標値を設定し、水質管理を強化しています。

また、浄水処理機能を強化するため、大里子争水場については、本年度から実施する

凝集沈澱池等築造工事にあわせて、活性炭処理設備を整備します。（播磨浄水場、水沢

浄水場、高野浄水場、多気浄水場には設置済み。）

イ 強靭な水道の構築

（ア）耐震化

a 応急復旧期間の目標

平成27年6月に公表された「水道の而撰化計画等策定指針」（厚生労働省）に基づ

き、受水水道事業における応急復旧作業に必要な用水を供給するため、被災後の応

急復旧期間の目標を「5日以内jとしています。

b 主要施設

浄水場については、東日本大震災後に公表された南海トラフ地震の波形も踏まえ、

平成27年度から平成29年度にかけて耐麗羊細診断を実施しました。

その結果に基づき、耐震性を有しない施設については、平成30年度に耐震補強

基本設計を実施し、効率的・効果的な補強方法等を検討のうえ、耐震化を計画的に

推進します。
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( 5）経営目標達成に向けた成果指標と取組状況

経営計画で設定した成果指標の昨年度実績値、並びに本年度及び経営計画最終年度

の目標値については、次表のとおりです。

ア 総トリハロメタンの管禦目標値達成度

「cg;総トリハロメタンの管理目標値達成度」の平成29年度実績値については、雲出

川水系の3分水（市町受水地点）において、毎月実施している定期水質検査（平成

2 9年 7月 10日実施分）で管理目標値を超えたため、 99%となっています。

この原因は、平成29年5月以降の少雨傾向による水源水質の悪化に伴うものであ

り、直ちにモニタリングを強化し、浄水処理工程における塩素注入点の変更等の対応

を行ったことで、問年7月 13日以降は管理目標値割前足するものとなっています。

イ 浄水場の耐震化率

「⑤浄水場の高鷲化率Jの目標値については、経営計画策定時においては、施設の
耐震詳細診断を実施中（平成27年度～平成29年度）であったことから、暫定値と

していました。
平成29年度末に完了した『隈詳細診断の結果、平成29年度実績値は87. 8%  

となり、最終年度の目標値を超えることから、平成30年度中に目標値の見直しを行
うこととしています。

目標 成果指標
H29 日30 H38 

（実績値） （目標値） （目標値）

①水質基準適合率（%） 100 毎年度100

安全でお
②総トリハロメ告ンの管理

99 毎年度10 0 
目標値達成度（%）

いしし、水

の供給 ③カビ臭物質の管理目標値
1 0 0 毎年度100

達成度（%）

q:臭気強度の管理目標値
1 0 0 毎年度10 0 

達成度（%）

⑤浄水場の耐震化率（%） 8 7. 8 1 0. 2 51. 0 

（［管路の而橋適合率（%） 6 2. 8 6 3. 2 6 7. 7 
強靭な水

道の構築
⑦設備の更新率（%） 1 0. 2 1 7. 8 1 0 0 

③給水障害発生件数（件） 。 毎年度0

健全な事 ⑤給水原価（円／rrt) 1 0 7. 7※ 1 1 2. 7 1 1 5 0 

業運営の

持続 ⑩経常収支比率（%） 1 0 3 9※ 毎年度10 0以上

※ ⑨給水原価ヰ⑩経営収支比率¢数値は平成28年度実績低
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【成果指標の説明1
①水質基準適合率

水道法の水質基準に関する全検査数のうち、適合している害l恰

②総トリハロメタンの管理目標値達成度

水道水の安全性に関する指標のうち、総トリハロメタンけt質基準値0.1時／L以下）について、浄

水及び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である「0.051ng/L以下」を達成した割合

③カピ臭物質の管理目標値達成渡

水道水のにおいに関する指標のうち、カピ臭物質（ジェオスミン及び2-MIBの2項目、共に水質

基準値O.OOOOlmg/L以下）について、浄水及び分水の毎月の検査結果由主独自に定めた管理目標値で

ある「0目 000008昭／L以下」を達成した害1J合

q:臭気強度の管理目標値達成度

水道水のにおいに関する指標のうち、臭気強度（国の水質管理目標値3以下）について、浄水及

び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である「2以下jを達成した害l恰

~浄水場の而標化率

浄水場における浄水処理施設（49施設）のうち耐震化する施設数の割合

(Q管路の而張電車合率

管路総延長係甘43 0 km）のうち除提言直合性のある管路延長の割合

住設備の更新率

計画期間（平成29年度～平成38年度）に更新する設備数の割合

更新対象設備は15 7設備

制古水障害発生件数

当庁に起因する事故により、住民（受水市町のうち用水供事古から給水を受けている住民）への給

水障害が生じた件数

なお、水質事故キ漏水等が発生した場合においても、住民に支障が無い場合は車制t障害としない。

⑨車制立原価

有収水量1rrlを作るために要する費用

｛経常費用 （受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入）｝？有収水量

⑩経常収支比率

給水収益や繰入金等の収益で、京蹄管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを示す指標

経常収益経常費用× 100
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（参考） 水道料金の算定方法（総括原価方式）

当庁の水道料金は、全国の各水道事業体が料金算定の指針としている「水道料金算定要

領」（公益社団法人日本水道協会）に基づき、 5年間の総括原価方式のもと、基本料金と使

用料金により構成される「2部料金制jを採用しています。

1 基本料金（資本費：施設の建設・改良に要した費用）

（注）ア支払利息 施設の建設・改良等に要する資金に充てるため借り入れ

た企業債の手u怠

イ 減価償却費： 固定資産に投下された資本を料金で回収するもので、定

額法を採用

ウ 資本造成費： 減価償却費を超える元金償還額がある場合に、その差額

を計上

2 使用料金（営業費用田維持管理費等）

（注）ア使用水量： 各市町の給水需要計画を基に算定

イ 維持管理費： 人件費、動力費、薬品費、修繕費、委託費、負担金、

市町村交付金、物件費（前記以外の経費で旅費、賃金、

備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、

その他）

※ 料金の平準化に向けて、各水系の使用料金を 39円で一元化しているため、使用

料金で回収すべき費用の一部が基本料金に含まれています。

3 超過料金

各水系の超過料金は、 18 0円／m3で一元化しています。

4 料金算定期間

5年間を基本としています。
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工業用水道事業の概要【確保水源】 （平成30年4月1日現在）

事 業 名 計画給水区域 水 源
計画給水量

期
(m＇／日）

工 事業費

（三重用水）

四日市市
鈴鹿工業用水道事業 三重用水

昭和39年度 （三重用水）

鈴 鹿 市
4,SCO 

～ 約30.l億円

平成4年度

長良川河口堰関連
（長良川河口堰）

工業用水道事業 北勢地域
長 良川

515,000 
昭和43年度 （長良川河口堰）

（仮称）
〔長良Jlll"J口堰） ～ 約266.3億円

平成6年度

計 519,800 約296.4億円

( 2）料金

本県の工業用水道料金は、基本料金と使用料金からなる二部料鍋l会採用していま

す。また、「使用水量」を超えて受水した場合には、超過料金をいただいています。

工業用水道料金については、事業ごとに設定しており、平成27年度に見直した結

果、平成28年度から 5年間の料金を3事業とも据え置きました。

その後、中伊勢工業用水道においてユーザーから使用の廃止の申し出があり、契約

水量が3割程度減少したことから、平成29年度に料金の見直しを行い、平成30年

4月1日から料金を改定しています。

※詳細は、参考「工業用水道料金の算定方法（総括原価方式）」を参照。

基本料金・・・「基本使用水量（m＇／日） J （契約水量）にその月の日数を乗じて得た水

量に「基本料金単価（円／m')Jを乗じて得た金額

使用料金・・・「使用水量（m＇／日） J （基本使用水量から休止水量注を減じた水量）にそ

の月の日数を乗じて得た水量に「使用料金単価（円／m＇）」を乗じて得た

金額

注）休止水最・・使用量が少ない時期等に休止水量を申請していただくことにより、その

； 伽使用料金を減税休止水量変更時期は年2回ロ（5月、 11月）

料金表（平成30年4月 1Iヨ現在） （単位円／ば）

基本料金単価 使用料金単価 超過料金単価

北伊勢工業用水道事業 14. 5 4. 0 3 7. 0 

中伊勢工業用水道事業 2 7. 4 2. 0 58 8 

松阪工業用水道事業 14. 9 1. 1 3 2. 0 
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( 5）経営目標達成に向けた成果指標と取組状況

経営計画で設定した成果指標の昨年度実績値、並びに本年度及び経営計画最終年度

の目標値については、次表のとおりです。

目標 成果指標
H2 9 H30 H38 

（実績値） （目標値） （目標値）

a:浄水場の鵬化率（%） 2 8. 0 2 8. 0 100 

②制水弁の更新率（%） 7. 2 1 8. 8 100 

強靭な工

業用水道 CT管路のi1震適合率（%） 6 0. 7 6 0. 9 6 6. 9 
の構築

③設備の更新率（%） 1 0. 1 1 4. 7 1 0 0 

cQ給水障害発生件数（件） 。 毎年度0

（§：給水原価（円／rrf) 2 9. 1※ 3 3. 3 3 5. 4 

健全な事

業運営の ⑦年間給水量（百万rrl) 207※ 203 2 1 3 
持続

③経常収支比率（%） 1 1 1. 7※ 毎年度10 0以上

※制古水原価、⑦年間給水量及び⑧経営収支比率の数値は平成28年度実績fit,

I成果指標の説明】
①浄水場の耐震化率

j争水場における浄水処理施設（25施設）のうち両様化する施設数の割合
②制水弁の更新率

計画期間（平成29年度～平成38年度）に更新する制水弁数の割合更新対象数は69慕

＠管路の商拐電盛合率
管路総延長（約35 0 km）のうち麟誼針生のある管路延長の割合

④設備の吏新率
計画期間（平成29年度～平成38年度）に更新する設備数の割合
更新対象設備は129設備

⑤給水障害発生件数
企業庁に起因する事故により、ユーザーへの給水障害が生じた件数
なお、漏水等が発生した場合においても、ユーザーに実害が無い場合は給水障害としない。

儲林原価
有収水量1ぱを作るために要する費用
｛経常費用一役託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入）｝÷有収水量

⑦年間給水量
1日あたりの基本水量から休止水量を減じて得た水量を1年間分積み上げた水量

③潅常収支比率
給水収益や繰入金等の収主主で、維持管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを示す指標

経常収益7経常費用XlOO
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（参考） 工業用水道料金の算定方法（総括原価方式）

当庁の工業用水道料金は、 「工業用水道料金算定要領」 （経済産業省）に慕づき、 5

年間の総括原価方式のもと、基本料金と使用料金により構成される「2部料金制Jを採用

しています。

2 

3 

4 

基本料金（固定的経費）

「一一一一瓦品問ι副長己主二日函 --i 
基本料令 ＝ 

（注）ア

イ

ウ

コ二

オ

経 費： 人件費、修繕費、負担金、一般管理費

減価償却費 固定資産に投下された資本を料金で回収するもので、定

額法を採用

支払利息： 施設の建設・改良に要する資金に充てるため借り入れた

企業債の利息

受託工事：

控除項目

受託工事に係る人件費、物件費等を含めた費用

公舎等貸下料、受取利息、

使用料金（変動的経費）

（注）ア

イ

ウ

超過料金

動力費：

薬品費

汚泥処理費

動力費十薬品費＋汚泥処理費 ｜ 

水量（円／ぜ）×料金一 ！ 

配水量に伴う電力費（消費電力料金及び契約電力料金）

河川表流取水による場合、浄水場における薬品処理費

脱水機運転管理、天日汚泥管理、汚泥処分等の汚泥処理費

i巷秀竺ィ舎三 －－~：李~~~空全土壁坦割：全l三E -----…………＿＿ _] 

料金算定期間

5年潤を基本としています。
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3 電気事業（RDF焼却・発電事業）

( 1)運営状況

本県のRDF焼却・発電事業は、資源循環型社会の構築を図るとともに、米利用エ

ネルギーの有効活用を促進するための県のそデ、ル事業として、平成14年12月から

企業庁が運営しています。

三重ごみ固形燃料発都庁は、平成15年8月19日の貯蔵槽爆発事故発生に｛半い運

転を停止しましたが、安全対策等の施設改修および危機管理マニュアル等を整備し、

試運転を経て、平成16年9月21日から運転を再開しました。

また、安定的にRDFを処理するため、貯蔵施設を新たに整備し、平成18年8月

2 9日から運用を開始しましたロ

RD F焼却・発電事業の事業期間は平成28年度末までとしていましたが、事業に

参画する市町及び三重県で構成する三重県RDF運営協議会（以下「協議会」という。）

で協議を行い、平成32年度末までとしています。

なお、平成29年4月25日に開催された協議会総務運営部会において、桑名広域

清掃事業組合から、同組合の新ごみ処理施設の完成時期が、当初の計画から 15ヶ月

間短縮され、平成31年12月末となる旨の説明がありました。

これを受けて、協議会では、 RDF焼却・発電事業への影響とその対応について、

「関係市町のごみ処理が滞ることなく円滑に行えること」及び「全ての構成団体の合

意が得られることJを要点に、平成29年度は7回にわたり検討を行い、引き続き、

平成30年度においても検討を重ねています。

また、発電所の運営にあたっては、焼却・発電施設及び貯蔵施設の各運転管理業務

受託事業者と企業庁とが緊密に連携し、安全・安定運転に取り組んでいます。

（参考1）発電所の概要

設置場所：桑名市多度町カ尾地内

処理方式外部循環型流動層ボイラ方式

処理能力 2 4 0 ti日（ 120t／日× 2系列）

発電出力： 12, 050kW 

（参考2) RD F製造市町（5団体12市町）

事業主体 構成市町

桑名広域清掃事業組合 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町

香肌奥伊勢資源化広域連合 多気町、大台町、大紀町

南牟婁清掃施設組合 熊野市、御浜町、紀宝町

伊賀市

紀北町
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(4）経営目標

「三重県企業庁経営計画Jでは、事業継続期間内において県民のくらしの安全・安

心の確保に貢献していくよう、次のとおり経営目標を設定し、取組合推進していくこ

ととしています。

ア 三重ごみ閲形燃料発電所の安余・安定運転

今後も三重ごみ問形燃料発帯庁の安全・安定運転を確実に行っていきます。

平成32年度末のRDF焼却・発電事業の終了に向けて、保守係市町及び関係部局と

十分な協議を行い、円滑に事業を終了させます。

RD F焼却・発電事業終了後の電気事業会計の清算に向けて取り組みます。

(5）経営目標達成に向けた取組

ア安全・安定運転の取組

RD F製造団体、 RDF焼却・発電施設等の管理業務受託事業者、学識経験者及び

関係部局と連携し、 RDFの品質管理の徹底とRDF焼却・発電施設及び貯蔵施設の

安全・安定な管理を行うとともに、地元住民の方々との信頼関係を確保しながら安全・

安定運転を確実に行っていきます。

（ア）安全管理会議

発電所の安全運転の確保および環境保全に資するため、学識経験者、地域住民、

市町関係職員、消防職員、県関係職員等で構成する「三重ごみ図形燃料発電所安全

管理会議Jと、専門的、技術的知見からの検討を行うため学識経験者等で構成する

「同技術部会j を開催し、運転状況を随時報告するとともに、発電所の運営等につ

いてご意見をいただき、安全・安定運転に反映しています。

（イ） RD F品質管理

「ごみ固形燃料の品質管理に関する規程Jに基づき、 RDFの品質管理を行って

います。 RDFの受入時には必ず受入検査（年間2, 4 0 0回程度）を行うなど、

環境生活部と連携しながら品質管理を徹底しています。

（ウ）地減との連携

地域住民の安全かっ安心な生活環境の保全に向けて地域と企業庁が協働して取り

組むため、地元自治会役員と発篭所職員で構成する「地域連絡会議jを開催し、地

域との調整や情報共有を行っています。

また、発篭所だより（月 1回発行）により、定期的に地元住民の方々に発翫庁の

運転状況等を報告しています。

イ RD F焼却・発電事業の終了への対応

平成32年度末のRDF焼却・発電事業の終了に伴う課題について整理し、関係市

町及び関係部局と十分な協議を行い、円滑に事業を終了させます。また、事業終了後

に、関係部局と連携し事業の総括を行います。
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ウ 電気事業会計の清算及び財産の引継ぎ

施設撤去などの残務処理、電気事業会計の清算及び財産の引継ぎについて関係部局

と協議を行います。

( 6）経営目標達成に向けた成果指標と取組状況

経営計画で設定した成果指標の昨年度実績値、並びに本年度及。潅営計画最終年度

の目標値については、次表のとおりです。

このうち、「R DF外部処理委託最」については、ボイラー内蒸気管からの漏水によ

り、計画的な点検等以外にボイラーを2回停止したことに伴う外部処理委託最です。

また、電気事故は発生しておりません。

H29 H30 
目標 成果指標

（実績値） （目標値）

三重ごみ闘 RD F外部処理委託量
735 

形燃料発電 ( t ) 

所の安全・安
電気事故件数（件） 。

定通転

i成果指標の説明1
・RD F外部処理委託量

県内で製造されたRDFを発欝庁で焼却せず、外部処理した量
ただし、タービン定期事業者検査に起因した外部処理量を除く 0

．電気事故件数

日32 

（目標値）

毎年度0

毎年度0

電気関係報告規則第3条第1項に規定する事故（死傷事故、火災事故、破損事故など）の発生件
数
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【資料】
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工業用水道事業課｜ 9人
課長問中京l幸
（電話 059-224-2835) 

電気事業課 ｜ 8人

参事兼諜長小森健児
（電話： 059-224-2824)

事業経営班 ｜ 5人

水道事業施設の維持管理に関すること
水道事業の水質管理に関すること
水道料金に関すること

水道建設班 ｜ 3人

水道事業の建設・改良に係る企画・調査・調整に
関すること

機電管理班 ｜ 2人

水道・工業用水道事業の機電関係施設の保安管理
に関すること

事業経営斑 ｜ 5人

工業用水道事業施設の維持管理に関すること
工業用水道事業の水質管理に関すること
工業用水道料金に関すること

工業用水道建設班｜ 3人

工業用水道事業の建設・改良に係る企酒・調査・
調整に関すること

事業経営班 I 7人
RD  F焼却・発電事業の施設整備、維持管理に関
すること
RD  F焼却・発電事業の料金に関すること
電気事業に係る調整に関すること

機電管理監
和田泰史

（電話： 059-224-2833)
機電関係施設の保安に関すること

RD F発電車ま
宮下孝治
（電話： 059-224-2824)
RD  F焼却・発電事業の安全対策等に関すること
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「三重県企業庁経嘗計画J（平成29年3月策定・概要版）

( 1 ）策定の趣旨

ア罰的

人口減少に伴う給水量の減少とともに、事業開始から長期間を経過し施設の更

新需要の増大が見込まれる中、東日本大震災の経験を踏まえた震災対策の充実が

求められるなど、事業運営に影響を及ぼす様々な環境変化にも的確に対応しなが

ら、将来にわたって県民のくらしの安全・安心や経済・産業の発展に貢献してい

くため、今後の経営の方向性や道筋を示すものとして「三重県企業庁経営計画J

を策定したものです。

イ 計画の位置づけ

三重県の戦略計画「みえ県民力ビジョンJの企業庁としての実行計画として位

置づけるとともに、総務省及び厚生労働省から策定を要請されている「経営戦略」、

「水道事業ビジョン」としても位置づけています。

ウ計画期間

今後 30年から 40年程度先までの事業環境を見通したうえで、平成29年度

から平成38年度までの 10年間の計画としています。

( 2）経営の基本

ア経営理念（存在意義）

公共性と経済性を両立させたうえで、県民の日常生活や経済活動に欠くことの

できない広域的なサーピスを将来にわたり提供することで、県民のくらしの安

全・安心の確保や地域経済の発展に貢献します。

イ ビジョン（将来の状態）

時代の要請に的確に応え、生活や産業の主主盤として質の高いサービスを提供し、

県民から信頼される公営企業

ウ ミッション（使命・担うべき役割）

－「安全」で「安心」できるサービスを提供

・「強靭Jな体制で「持続j してサービスを提供

工 経営にあたっての行動碁軸

－信頼とパートナーシップの構築

．コンブライアンスの推進

－健全な経営

・絶え間ない検証・改善

・環境保全と社会貢献
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( 3）事業別の展開

ア水道用水供給事業

年聞を通して水質基準に適合した水道用水を供給することはもとより、安定供

給を維持するとともに大規模地震発生時においても被災を最小限にとどめるた

めの施設の耐震化や老朽化対策を適切に進めます。また、給水人口や給水量の減

少が見込まれる中、将来にわたり健全で安定した事業運営を実現していくための

方策の検討を進めます。

0経営目標

・安全でおいしい水の供給

．強靭な水道の構築

・健全な事業運営の持続

O主な取組

－安全性ゃにおいなどに関する県民のニーズも踏まえた水質管理の強化

・東日本大震災後に公表された南海トラフ地震の波形も踏まえた耐震詳細診

断結果に基づく浄水場の耐震化や液状化が想定される地域における管路の

耐震化

－経年劣化した設備の更新等による老朽化対策及び予防保全による施設の長

寿命化

－中長期的な視点で施設と財政の健全性を両立させながら施設改良などに取

り組むアセットマネジメント手法を活用した運営

・遥営基盤の強化に向けた市町水道事業との広域連携などの検討

イ 工業用水道事業

営業開始から 60年以上が経過する中で、安定供給を維持するとともに大規模

地震発生時においても被災を最小限にとどめるための施設の耐震化や老朽化対

策を適切に進めます。また、将来にわたり健全で安定した事業運営を実現してい

くための方策の検討を進めます。

0経営目標

・強靭な工業用水道の構築

．健全な事業運営の持続

0主な取組

・南海トラフ地震などの大規模地震に備えた浄水場の耐震化

－配水運用において重要な箇所にある制水弁の取替え、主要幹線など重要度

の高い管路の更新等による老朽化対策及び予防保全による施設の長寿命化

．中長期的な視点で施設と財政の健全性を両立させながら施設改良などに取

り組むアセットマネジメント手法を活用した運営

－健全で安定した事業運営のためのユーザー意見も考慮した最適な料金制度

の検討
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ウ電気事業

RD  F焼却・発電事業の継続期間内において、発電所の安全・安定運転を確実

に行います。

0経営目標

・三重ごみ間形燃料発電所の安全・安定運転

。主な取組

・RD Fの品質管理の徹底と RD F焼却・発電施設等の安全で安定した運転

・円滑な事業終了、電気事業会計の清算に関する協議

エ 各事業共通の展開

各事業の展開を支える取組として、人材育成や技術継承、危機管理などにより

経営基盤安強化するとともに、企業の社会的責任を果たすことで地域社会との信

頼関係を深めます。

( 4）計画の推進

ア進行管理

各事業を経営目標ごとに設定した成果指標により進捗管理していくとともに、

PDC Aサイクルによる検証・改善を行っていきます。

また、事業環境に新たな変化等が生じた場合は、必要に応じ計画内容を見直す

こととします。

イ 外部からの意見聴取

計画の推進にあたっては、市町、ユーザ一、有識者など外部から事業の実施状

況や経営状況についての幅広い意見を定期的に聴取し、事業運営に生かしていき

ます。

31 



「三重県企業庁経営計画」事業展開の概要（水道用水供給事業）

第 3章 各事業の現状と課題 第4章 事業別の展開

【現状】
経営目標 経営目標達成に向けた取組 成果指標

（事業の概要） －水源から市町受水地点までの水質を的維に把握し

（ア）適切な水質管理 水質試験結果を浄水処理工程にフィードバックし 現状値 目標値
－北中勢及び、南勢志摩水道用水供給事業の 2事業を運営

てきめ細かな浄水処理を実施 H28 H38 

－県内 29市町のうち 18市町に水道用水を供給 －県民の水道に対するこーズに対応し、「安全性」、 －水質基準適合率（%） 100 100 

－給水能力は臼量 429,366 rr1で、県全体の水道使用量の約 （イ）水質管湿の強化 「味ゃにおい」の観点から総トリハロメタン、カ
－総卜リハロメタンの管

28%を供車合 ア 安全でおいしい水の供給
（管理目標値の設定） ピ臭物質などについて、国の水質基準等より高い

理包標値達成度（%）
100 100 

レベルの管理目標値を設註し、水質管用を強化

－水i原水質の変動による一時的な異臭味の発生時や
－カビ臭物質※の管理目

（給水量・料金の状況） 水源の水質事故発生時の対策として、活性炭処理
標値達成度（%）

100 100 
※ジェオスミンと 2-MI日の

－給水量実績は減少傾向で推移 （ウ）浄水処理施設の機能強化 設備を整備することで浄水処理機能を強化 2項目

－施設利用率は全体で約 46% －平成 2 7年度に改定された水質基準への対応とし －臭気強度の管理目標値
100 100 

－内部情保資金を活用して支払利息を軽減することなどで
て、大恩浄水場に凝集沈i殿池を整備 達成度（%）

－浄水場については、東日本大震災後に公表された
料金を低減化

南海卜ラフ地震の波形も踏まえた耐幾詳細診断結
－給水原価は、全国平均と比較すると高い状態 果に基づき、計画的に耐震化 現状傾 目標値

（ア）耐震化
－耐震性を有しない管路のうち、特に液状化が想定 H28 H38 

（施設管理・整備の状況）
される地域に埋設されているなど被害率の高い管 －浄水場の耐震化率（%） 10. 2 51. 0 

路を優先して幅 ！ぺP元工三＇＞ 1性会
Eき IJJ l=l ／」

－効率的な施設管理のため、浄水場の運転を遠）j監視制御 イ 強靭な水道の構築
－電気・機械設備については、定期的な点検整備や －管路の耐震適合率（%） 62. 1 67. 7 

するとともに、浄水場に職員を配置したうえで運転監視 （イ）老朽化対策
劣化診断に取り組みつつ、効率的・効果的に更新

等の業務を個別に民間委託
－適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性 ・設備の更新率（%） 100 

－浄水場等の主要施設や水管橋の耐震化を推進
（ウ）施設の長寿命化

を踏まえつつ、損傷が軽微である早期段階で予防

的な修繕等を実施していくことで機能の保持・回 －給水障害発生件数（件） 。。
（水質管理の状況）

復を図る「予防保全型維持管理」を推進

－施設・財政の両面て、健全な水道を次世代に引き継
－水質管理情報センターへ水質担当職員を集約し、水質管 （ア）アセットマネジメン卜に

ぐため、アセットマネジメント手法による中長期
理や調査・研究の体制を強化 よる適正な資産管理

的な視点を持った資康管理を実践

（イ）施設規模の適正化
－施設更新にあたっては、水需要に応じた合理的な

（財務の状況） 施設規模や自己資等により再構築 現状値 目標値

－損益は黒字J基調で、平成 27年度末の累積欠損金なし －受水市町等と検討体制を構築し、人材育成に関す H28 H38 

－計画的な施設改良を実施する一方で、高金利企業債等の
（ウ）広域連携 る連携や施設の共同化等、事業統合に限らず将来 －給水原価（円／rrl) 110. 4 * 115. 0 

ウ 健全な事業運営の持続 の合理問ー官呂刀作Jよどを検討
繰上償還により長期債務残高が減少 . D県が供給する水道用水の利用促進につながる使用 －経常収支比率（%） 102. 3ホ 100以上

－自己資金を堅実に確保し、経営の健全性を確保 （エ）料金制度の最適化 料金の設定、超過料金の廃止など、料金体系の見

直しについ L役員、j

・更なる効率的な事業運営と民間活力の導入をめざ ＊給水原価、経常収支比率の現状値はH21実績値
【今後の見通しと謀題】

し、民問委託の契約期間の長期設定や、性能評価
－県民の水道に対する様々なニーズや改定された水質基準 （オ）官民連携

発注などによる民間企業のノウハウ及び最新技術

への的機な対応 の活用

－南海トラフ地震などの発生が予想される中で、大規模地 投資・財政計画（収支計画） 区分 !!29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 !!36 1137 H38 
収益 8,847 8,807 8,798 8,780 8, 786 8,784 8,782 8,777 8,766 8,743 

（単位百万円） 収益的
貸用 8,813 8,694 8,638 8,475 8,415 8,453 8,478 8,505 8,532 8,,510 震への備えや設備の老朽化に伴う更新需要への対応 収 支

（注） 純損主主 34 113 160 305 371 331 304 272 234 233 

－人口減少に伴い水需要が減少する一方、施設の改良・更新 －収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。 収 入 l,031 1,435 2,004 2,743 3,679 2,684 2,212 3,165 52 52 

資本的 支 iii 6,226 5,364 6,803 s,:111 6,531 6,559 6,271 7,404 4,147 4,710 

に係る費用の摺大が見込まれる中での健全な事業運営の 田端数処理のため合計が合わない場合があります。 収 支 1うち建設改良費 3,230 2,989 4,579 6,475 4,695 4,745 4,608 5,914 3,026 3,801 
ー確保水源に！揺る経費を含んでいます。 資本的収支足 乙込5195 ム3,929 乙込4799 ム5634 ム2852 乙込3875 ム4059 ム4239 ム4095 乙込4658 

持続 ' 1 0年間の建設改良費は約44 I億円ですζ 企業債残高 19,288 16,913 14,689 12,788 12,495 12,042 11,475 12,391 11,271 10,361 
内部留保資金 9,700 9,558 8,715 7,216 8,411 8,602 8,615 8,561 8,460 7,863 
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「三重県企業庁経営計画J事業展開の概要（工業用水道事業）

第3章 各事業の現状と諜題 第4章 事業別の展開

経営目標 経営目標達成に向けた取組 成果指標

【現状1 ・南海トラフ地震などの大規模地主主による被害を最

小限に抑えるよう、山村浄水場、伊坂浄水場及び 現状依 自標値
（事業の概要） （ア）耐震化 水管橋を｜耐震化 H28 H38 

－北伊勢、中伊勢及び松阪工業用水道事業の 3事業を運常 －老朽化対策として実施する管路更新にあわせて管 －浄水場の耐震化率

－平成 28年度当初で県内 93社 106工場に工業用水を供給 路を耐震化 （%） 
28. 0 100 

－民大給水能力は日量 911.500rri'で、県全体の工業用水需 －漏水などの事故時においてもユーザーへ大きな影 －制水弁の更新率
lOO 

要最の約 63%を供給
ア 強靭な工業用水道の構築

響を与えないよう、配水運用において重要な箇所 （%） 

（イ）老朽化対策 にあるfljlj水弁を優先して取替え

－老朽化した管路のうち重要度の高い主要幹線など
－管路の耐震適合率

60. 6 66 9 
（給水叢・料金の状況） を中心に更新

（%） 

・給水量実績は減少傾向で推移
－設備の更新率（%） 100 ・適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性

－平成 28年度当初の契約率は、北伊勢 86%、中伊勢 60%、
を踏まえつつ、損傷が軽微である早期段階で予防

松阪 100% （ウ）施設の長寿命化
的な修繕等を実施していくことで機能の保持・回 －給水障害発生件数 。

－経済情勢の変化などにより、実際に使用する水量と契約 復を図る「予防保全型維持管理」を推進 （件）

水量が手離

－内部間保資金を活用して支払利息を軽減することなどで －既存ユーザーに対し定期的にアンケートを実施し

料金を低減化
（ア）的確な水需要の予測 今後の水需要を的確に予測

・予測した水需要は、施設改良計画などに反映

（施設管理・整備の状況）
－将来にわたって施設・財政の両面で健全で持続可

－効率的な施設管理のため、浄水場の運転を遠方監視制御 現状値 目標備
（イ）アセットマネジメン卜 能な工業用水道を実現するため、アセットマネジ

H28 H38 
するとともに、その業務を民問委託し、平成 21年度から による適Eな資産管理 メン卜手法による中長期的な視点を持った資産管

は浄水場等の技術管理業務の包括的な民間委託を導入 理を実践 －給水原価（円／ml 30. I* 35 4 

－浄水場等の主要施設や水管橋の耐震化を推進
－年間給水量（百万出）

－取水困難な水源を廃止するなど施設規模を適正化
イ 健全な事業運営の持続 －渇水などの危機管理への対応なども考慮のうえ、

203* 213 

（ウ）施設規模の適正化
総合的に必要な施設規模を検討

100 
－経常収支比率（%） I 09. 3 * 

（財務の状況） 以上

－損益は黒字基調で、平成 27年度末の累積欠損金なし
・ユーザーとの意見交換を行いながら健全かつ安定

（エ）料金制度の最適化 した事業運営を篠保したうえでの新しい料金の仕 ＊給水原側、年間給水量、経常収支比率の現状他は
－計画的な施設改良を実施する一方で、高金利企業債等の 組みについて検討 H27実績値

繰上償還により長期債務残高が減少

－自己資金を堅実に確保し、経営の健全性を線保 －浄水場等の技術管理業務の包括的な委託について、

（オ）官民連携 導入効果を検証しながら委託期間や委託内答の拡

【今後の見通しと課題】
充などを検討

・南海トラフ地震などの発生が予想される中で、大規模地 投資・財政計百（収支計画） 区分 H29 H3日 H31 H32 日33 H34 H35 H36 H37 H38 

（単位否万円） 収益的 収益 5, 641 目、 617 5, 751 5. 800 6, 109 6, 1 O I 6, 094 6, 087 6. 082 日， I 03 
震への備えや施設の老朽化に伴う更新需要への対応 収支 費用 5 610 5, 616 5, 747 5, 779 6, 082 6, 081 6, 056 6, 063 目、 074 6, 067 

－施設の改良・更新に係る費用の増大が見込まれる中での健
（注） 純損益 31 4 21 27 20 38 24 自 36 

・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。 収入 3, 407 4, 116 5, 826 4, 765 2, 458 2, 565 I. 820 2, 278 I. 584 I. 6 51 

全な事業運営の持続 －端数処理のため合計が合わない場合があります。
資本的 支出 7, 306 7, 219 8, 415 7, 423 5, 102 5, 283 4. 546 5, 067 4, 313 4, 398 
収支 ｜うち建設改良費 5, 201 5, 953 7, 168 6, 322 4. 079 4, 364 3, 633 4, 141 3, 333 3. 354 

－確保水源に保る経費を含んでいます。 資本的収支差 ム3899 ム3103 ム2589 ム2658 ム2644 ム2718 ム2726 ム2789 ム2729 ム2747 
目 10年間の建設改良費は約47 5億円です。 企業債残高 12, 824 15, 2 21 19, 165 22. 241 23, 202 24, 374 24, 841 2 5, 71 7 25. 889 26, 07 4 

内部関係資金 6, 806 6, 240 6. 386 日 492 6, 633 6, 763 6, 897 7. 043 7, 183 7, 314 
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「三重県企業庁経営計画J事業展開の概要（電気事業）

第3意 各事業の現状と課題 第4章 事業別の展開

【現状1 経営図標 経営目標達成に向けた取組 成果指標

（事業の概要）

－水力発電事業は民間譲渡し、 RD F焼却・発電事業を主

体とした電気事業を運営

・RD F焼却・発電事業の事業期間は平成 32年度末まで
・RD F製造団体等の関係者と連携し、 RD Fの品

質管理の徹底とRD F焼却・発電施設及び貯蔵施
－県内5団体 (12市町）で製造されたRD Fを燃料として、 （ア）安全・安定運転の取組 設の安全・安定な管理

発電した電力を桑名広域清掃事業組合及び電気事業者へ －地元住民の方々との信頼関係を確保しながら確実

供給
に安全・安定運転

・三重ごみ固形燃料発電所の処理能力は口量 240トン、発

電出力は 12,050k¥V 

(RD F受入叢・供給電力量の状況）

・RD F受入量は年間4万5千トン程度 現状値 目標値

－供給電力量は年間約5万 M¥Vh
三重ごみ箇形燃料発電所

H28 H32 
ア －平成 32年度末のRD F焼却・発電事業の終了に伴

の安全 a 安定運転 （イ） RD F焼却・発電事業 う課題を整理し、関係市町及び関係部局と卜分な
・RD F外部処理委託量 。。

（施設管理の状況） の終了への対応 協議を行い、円滑に事業を終了
( t ) 

・RD F貯蔵槽爆発事故後に維持管理体制を見直し、施設 －事業終了後に、関係部局と連携し事業を総括
－電気事故件数（件） 。

の総点検及び改修を行うとともに危機管理マニュアル等

を整備

・新たな貯蔵施設を整備し、安全の確保に万全を期した運

転管環を実施

（財務の状況）

－損益は、 RD F焼却・発電事業の開始から赤字が続いて （ウ）電気事業の清算及び －施設撤去などの残務処埋、電気事業会計の清算及

いたが、処理委託料の改定や再生可能エネルギー固定価
財産の引継ぎ？ び財践の引継ぎについて関係部局と協議

格買取制度の適用などにより、平成 24年度から黒字化

【今後の見通しと課題】
投資・財政計画（収支計画） 区分 H29 H30 H31 H32 

－平成 32年度末までの事業期間において、引き続き二重ご
（単位百万円） 収益的

収議 1,362 1,223 1,234 839 

み固形燃料発電所の安全で安定的な運転を最優先にした 収支 費 用 2,417 2,199 2,194 1,868 
（注） 純損益 ム1055 ム977 ム960 ム1029 

事業運営 収益的収支は税肱き、資本的収支は税込みの金額です。 収入 500 500 500 400 
端数処理のため合計が合わない場合があります。 資本的 支出

・RD F焼却・発電事業を円滑に終了し、あわせて電気事業 収支
資本的収支差 500 500 400 .500 

を清算 企業債残高

内部留保資金 8,648 8,068 7,674 7,052 
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「三重県企業庁経営計画」事業農開の概要（各事業共通の展開（各事業の展開を支える取組））

第3章 各事業の現状と諜題 第4章 事業別の展開

【現状】 経営白標 綬営図標達成に向けた取組 活動指標

（綬営基盤強化のための取組） －柔軟で効率的・効果的な組織の整備

－抜本的な経営改善による事業内等の変化に対応した適正
（ア）組織・定員・給与・

－業務量に応じた適正な定員管理

な組織の改編と人員の配置 人事管理
－職員の給与について適切な制度管理

－専門研修や訓練、 OJ Tの実施による人材育成や技術継
・「企業庁職員育成支援のための人事評価制度j を活用した

現状傾 目標値
人材育成・人事管理

H28 H38 承
・職務遂行上必要な専門的知識や危機管理意識、経営感覚を

－企業庁独自の非常参集体制の構築など危機管理の強化 身につけ、事業環境の変化に対応し的確に課題を解決でき
－企業庁専門研修開催

65 
65 

－健全な財務運営と、確実かっ効率的な資金運用及び資金 （イ）人材育成・技術継承 る人材を育成
時間数（時間） 以上

管理 －企業庁職員として経験的に培ってきた技術や知識につい
・危機管理マニュアル

て、 OJT手法在活用して確実に次世代の職員へ継承
等に基づく訓練の回 76 

70 
・ IS09001を活用した業務の継続的な改善による経営の品 ア経営基盤の強化 以上

－ライフラインを担う事業者として安全・安定供給を行って 数（回）
質向上 （ウ）危機管理

いくための危機管理を推進

(I.）資金・資産の管理・ －資金の元本の安全性と流動性を確保したうえで、機実かっ ・資金運用状況※（%）
100 100 

（地域社会との信頼構築のための取組） 活用 効率的な運用 以上 以上

－情報提供とコミュニケーションのためのイベントの実施
－トップマネジメントによる経営の品質管理や業務の継続的

やユーザーとの定期的な協議 改善により顧客満足につながる質の商いサービスを提供 ※資金運用状況。
・浄水場の施設見学の受入れ、伊坂・山村タ守ム周辺を憩い

（オ）経営の品質向上
・A Iやデータ分析に基づく予知保全など新たな Ic Tの技 年間平均運用金利年間平均普通預金金利

の場として開放などの地域貢献
やIii動向を注視するとともに、今後の活用についても検討

－これまで培ってきた技術・ノウハウを生かした新たな事業
－太陽光発電や小水力発電の導入、浄水場で発生する汚泥 展開など、時代の要請に応じた経邑について検討

の有効利用など事業活動における環境配慮
－経営の透明性を高め、公営企業としての説明責任を果たす

（ア）情報提供とコミュニ ことで県民や市町、ユーザーの安心感や信願感を醸成する 現状値 自標値

【今後の見通しと課題】 ケーション ための積極的な情報提供 H28 H38 

－事業規模の縮小や民間委託の導入拡大などにより現場経
－県民やユーザーとの対話による相l:U理解

・イベン卜を通じた情 l, 100 
l, 104 

験を積む機会が減少する中で、職員の技術力の総拘・ i1'J －法令の遵守や、公正な職務の遂行など企業庁におけるコン
報発信対象人数（人） 以上

（イ）コンブライアンス
上のための人材育成や技術継承 イ 地域社会との信頼構築 ブライアンスを推進

－施設見学受入れ件数 120 
－大規模地震なと、今までに経験のない危機への的確な対応 （件）

122 
以上

－浄水場の施設見学の受入れ、伊坂ダム及び山村ダムの周辺
－事業を取り巻く環境が変化する中で、地域社会との信頼構 （ウ）地域貢献

施設の開放など、地域震献を継続 ・コピー用紙使用量※
築 （%） 

十1.6 ム5
－環境にやさしいオフィス活動、浄水場で発生する汚泥の有

（エ）環境配慮 効利用、省エネルギー対策、再生可能エネルギーの有効活
※コピー用紙使用量H21使用量を基準とした削減率

用など環境に配慮した事業活動を推進



（参考 1）みえ県民力ビジョン（第二次行動計画）における企業庁事業の位置づけ

みえ県民力ビジョン

みえ県民カビジ司ン・第二次行動計箇

施策354 水資源の確保と土地の計画的な利用

｛主担当部局・地域連携部1

基本事業35401 水資源の確保と氷の安全・安定供給

【主担当企業庁水道事業諜】

主な取組内容

県が供給する水道用水、工業用水について、施設の老朽劣化対策や耐震化を
継続して進めるとともに、危機管理、技術継承などに取り組むととで、安全・
安定供給を確保します。

水道用水供給事業 工業用水道事業

施策324 地域エネルギー力の向上

［主担当部局雇用経済部1

基本事業32401 新エネルギーの導入促進

［主担当 雇用経済部エネルギ一政策・ Ic T活用諜】

主な取組内容

事業者等の新エネノレギーの普及開発を目的とする取組を促し、県民等の新エ
ネノレギーの導入や省エネに関する意識の醸成に努めます。

電気事業（ RDF焼却・発電事業）

施策 15 2 廃棄物総合対策の推進

I主担当部局・環境生活部廃棄物対策局］

※「施策 15 2 廃棄物総合対策の推進jの「取組方向」の中で、密
接に関係する事業として「RD F焼却・発電事業の安全で安定した
運用を図るj 旨を記載
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（参考2）主な個別計画

計画名 策定年月 計画期間 呂的（概要）

水道用水供給事業の経営目標を実現す

水道施設改良
平成 29年度 るための施設の耐震化や老朽化対策な

1 平成 29年 3月 ～ どの施設改良について、今後 10年間
計画

平成 38年度 において計画的、効果的に実施するた

めに定める

工業用水道事業の経営目標を実現する

工業用水道
平成29年度 ための施設の耐震化や老朽化対策など

2 平成29年 3月 ～ の施設改良について、今後 10年間に
施設改良計画

平成 38年度 おいて計画的、効果的に実施するため

に定める

企業庁職員に求められる人材像や企業
平成 19年 11月 庁職員に必要な職務能力を明らかにす

三重県企業庁
3 （最終改定） るとともに、能力の開発と技術継承の

人材育成方針
平成 29年 3月 方法など人材育成の仕組や体制につい

て定める

水道用水、工業用水及び霞気の安全・

三重県企業庁 平成 18年 3月 安定供給を行うため、危機管理体制の

4 危機管理推進 （最終改定） 構築、危機発生の未然防止対策、危機

計画 平成29年4月 発生時の対応等の危機管理に係る基本

的な取組方針を定める

平成 19年 11月 財務運営の観点から収益性、企業債残
三重県企業庁

5 （最終改定） 高及び資金確保の基準等についての方
財務運営方針

平成29年4月 向性を示すため定める

平成 14年4月 企業庁の資金の確実かっ効率的な運用
三.m県企業庁

6 （最終改定） を図るため、その運用及び管理に係る
資金運用方針

平成29年4月 基本方針等を定める
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